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国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業＜新規運用提案＞

・農業系専門学校留学生が、日本で農業技術、知識を修得し、
卒業後に日本で就農を希望しても、現行法令では在留資格
が認められていないため、帰国をせざるを得ない状況。

・国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業においても、
農業系専門学校を修了した留学生は、外国人農業支援人材
の対象として明確になっていないため、人材活用できない。

国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の
外国人農業支援人材が満たすべき要件対象に、

農業系専門学校の卒業カリキュラムを修了した者

を追加する。

現 状 見直し後【新規運用提案】

現行制度との比較

項目 新潟市提案内容 現行制度

経歴
農業系専門学校を
修了した留学生

18歳以上

実務経験

農業系専門学校で外国
人農業支援人材の
要件に相当する

卒業カリキュラムを修了

（必要に応じて、カリキュ
ラム、現場実習を追加）

1年以上実務経験

必要な
知識及び
技能

民間団体が実施する試
験に合格した者

（上記試験で代替できな
い場合は（仮）外国人農
業支援人材適正評価試
験を実施。）

①耕種（畜産）技能実習
に2年10か月以上従事し
た者
又は、

②民間団体が実施する
試験に合格した者

参考：A専門学校（２年制）
H30年度：卒業見込み66名、うち留学生3名、うち就農希望2名
H30年度：入学生59名、うち留学生6名（6名とも農業関連学科）

✔ 就農先となる新潟市で事前に営農体験が可能！

✔ 卒業生を見据えて、外国人農業支援人材の
計画的な受け入れを実現！

✔ 新潟の魅力発信を実施！
「農業系専門学校を卒業したら、

新潟で就農できる！」

現行制度をより有効的に実施
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外国人農業支援人材
【現行要件】
・満18歳以上
・農業に関する一定の知識・技能
・1年以上の農作業に関する実務経験

教育・教材
サービス提供会社

農業系大学【現行制度】

国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業

特定機関
（人材派遣会社）

派遣先
農業経営体

農業系専門学校を
卒業する留学生

海外からの
入国外国人

民間団体が実施する試験
(H30年度創設、H30年度農林水産省
が全国農業会議所に委託し実施）

雇用契約

農業支援活動

労働者派遣契約

新規運用提案

日本農業の知識・技術を有する勤勉な外国人農業支援人材 ➡ 計画的に育成＆確保！

外国人農業支援人材の要件に相当する
通常の卒業カリキュラム修了
（主に2年制課程）

カリキュラム ＆ 現場実習
（1年制課程）

(仮)外国人農業支援人材
適性評価試験

カリキュラム監修

作成・実施

監修

＜案①＞
民間団体が実施する試験
(H30年度創設)の国内実施が
ある場合
＜案②＞
案①の適性評価試験で代替
できない場合

新潟市適正受入管理
協議会

承認

承認

＜案①＞ ＜案②＞

＜メリット＞
●日本農業の知識・技術を有する人材を確保
●計画的な外国人農業支援人材の確保が可能
●大卒と技能実習生の中間層の人材を活用できる
●帰国後に日本の農業知識・技術を伝播できる人材
●渡航費用の負担軽減
（留学ビザから特定活動への切り替え）
●就労を目指す学習意欲の高い勤勉な人材

必要に応じて
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国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業＜新規運用提案＞

参考（介護分野・法務省入国管理局HPより）
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